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国民生活基礎調査（貧困率） よくあるご質問 

 

 

【定義・算出方法等に関すること】 

（問1）相対的貧困率の算出方法を教えてください。 

（答1）国民生活基礎調査における相対的貧困率は、一定基準（貧困線）を下回

る等価可処分所得しか得ていない者の割合をいいます。 

 貧困線とは、等価可処分所得（世帯の可処分所得（収入から税金・社会

保険料等を除いたいわゆる手取り収入）を世帯人員の平方根で割って調整

した所得）の中央値の半分の額をいいます。 

 これらの算出方法は、OECD（経済協力開発機構）の作成基準に基づき

ます。 

 詳しくは算出方法を図式化した参考資料をご覧ください。 

 

（問2）世帯の可処分所得を「世帯人員の平方根」で割って、わざわざ「等価可

処分所得」を算出するのはなぜですか。 

（答2）世帯の可処分所得はその世帯の世帯人員に影響されるので、世帯人員で

調整する必要があります。最も簡単なのは「世帯の可処分所得÷世帯人員」

とすることですが、生活水準を考えた場合、世帯人員が少ない方が生活コ

ストが割高になることを考慮する必要があります。 

 このため、世帯人員の違いを調整するにあたって「世帯人員の平方根」

を用いています。 

【例】年収800万円の４人世帯と、年収200万円の１人世帯では、どちらも１人当た

りの年収は200万円となりますが、両者の生活水準が同じ程度とは言えません。

光熱水費等の世帯人員共通の生活コストは、世帯人員が多くなるにつれて割安に

なる傾向があるためです。 

 

（問3）「子どもの貧困率」と「子どもがいる現役世帯」の貧困率の違いは何です

か。 

（答3）「子どもの貧困率」は子どものみで算出しますが、「子どもがいる現役世

帯」の貧困率は、子どもがいる世帯の大人を含めて算出しています。 

 「子どもの貧困率」とは、子ども※１全体に占める、等価可処分所得が貧

困線に満たない子どもの割合をいいます。 

 「子どもがいる現役世帯」の貧困率とは、現役世帯※２に属する世帯員全

体に占める、等価可処分所得が貧困線に満たない世帯の世帯員の割合をい

います。 

※１：「子ども」とは、17歳以下の者をいいます。 

※２：「現役世帯」とは、世帯主が18歳以上65歳未満の世帯をいいます。 
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（問4）たいていの場合、子どもには所得がないので、貧困率は算出できないの

ではありませんか。 

（答4）貧困率は、その人の所得ではなく、その人が属する世帯の所得をもとに

計算します。子どもの貧困率も、その子が属している世帯の等価可処分所

得を元に計算しています。 

 

（問5）「子どもがいる現役世帯のうち大人が一人」の貧困率とは、「ひとり親世

帯」の貧困率ということですか。 

（答5）「子どもがいる現役世帯」に含まれる「大人」には親以外の世帯員も含ま

れるため、「祖父(母)と子ども」「18歳以上の兄姉と子ども」といった場合

等も考えられ、「ひとり親世帯」とは限りません。 

 

【調査結果に関すること】 

（問6）最新の貧困率の集計結果は何年の調査によるものですか。 

（答6）貧困率は、調査客体が多い大規模調査年のみ集計しています。大規模調

査は３年おきに実施していますので、最新結果の年は、厚生労働省HPの下

記「公表予定」からご確認ください。 

◆厚生労働省ホーム＞統計情報・白書＞各種統計調査＞厚生労働統計一覧＞国民

生活基礎調査＞公表予定 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/kouhyou/e-stat_20-21.xml 

 

（問7）貧困率の年次推移の調査結果を見たところ、調査年と１年ずれた表記が

されています。これはなぜですか。 

（答7）国民生活基礎調査において、所得関係の項目は調査時点の前年１年間（１

～12月）について把握しているためです。 

 

（問8）貧困率を算出する際の中央値や貧困線について、「名目値」と「実質値」

の違いは何ですか。 

（答8）「名目値」はその年毎の等価可処分所得をそのまま集計した数値であるの

に対し、「実質値」はその年毎の等価可処分所得を昭和60年（1985年）を

基準とした消費者物価指数（持家の帰属家賃を除く総合指数（平成27年基

準））で調整して集計した数値です。 

 なお、貧困率は、「名目値」で算出しても、「実質値」で算出しても同じ

値となります。 
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【参考資料】 

 
 

 

ｘ

「相対的貧困率」・・所得中央値の一定割合（５０％が一般的。いわゆる
「貧困線」）を下回る所得しか得ていない者の割合。

相対的貧困率＝ｘ÷ｎ×１００（％）

等
価
可
処
分
所
得

１・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ｎ

②「等価可処分所得」を低い順に並べる

ｎ／２（中央値）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 人数

⑥貧困線を下回る
者の数（ｘ人）を特定

④「所得中央値」の算出
（真ん中の順位の人の所得）

⑤「貧困線」の算出
（所得中央値の50％）

①世帯員数の差を調
整した「可処分所得」
を算出
（「等価可処分所得」（世帯所

得を世帯員数の平方根で
割ったもの））

③「ｎ／２」の特定

所得中央線

貧困線

就労所得

財産所得

仕送り等

公的年金

その他の
現金給付

直接税・社会保険料

現物給付
（保健、医療、介護サービス等）

「可処分所得」

相対的貧困率の算出に当たって用いる「可処分所得」には、以下

のものが含まれる。 ※「資産」の多寡については考慮していない。

資産

収入


